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○浜松市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則 

平成２４年３月３０日 

浜松市規則第５２号 

改正 平成２７年３月３１日浜松市規則第６０号 

平成２８年３月３１日浜松市規則第５４号 

平成３０年３月３１日浜松市規則第３７号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第４

１条第１項に規定する指定居宅サービス事業者、法第４２条の２第１項に規定する指定

地域密着型サービス事業者、法第４６条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者、法

第４８条第１項第１号に規定する指定介護老人福祉施設、法第５３条第１項に規定する

指定介護予防サービス事業者、法第５４条の２第１項に規定する指定地域密着型介護予

防サービス事業者及び法第５８条第１項に規定する指定介護予防支援事業者の指定等、

健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第

１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第２６条の規定による改正前

の法（以下「平成１８年改正前介護保険法」という。）第４８条第１項第３号に規定す

る指定介護療養型医療施設の指定の更新等、法第９４条第１項の規定による介護老人保

健施設並びに法第 １０７条第１項の規定による介護医療院の開設の許可等について必

要な事項を定める。（平２７規則６０・一部改正） 

（指定等の標示） 

第２条 法第４１条第１項、第４２条の２第１項、第４６条第１項、第４８条第１項第１

号、第５３条第１項、第５４条の２第１項若しくは第５８条第１項又は旧介護保険法第

５３条第１項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設

の見やすい場所に標示するよう努めなければならない。 

２ 法第９４条第１項及び第１０７条第１項の規定による開設の許可を受けた者は、その

旨を当該許可に係る施設の見やすい場所に標示するよう努めなければならない。 

（平２７規則６０・平２８規則５４・一部改正） 

（指定特定施設入居者生活介護事業所の指定の変更申請） 

第３条 省令第１２６条の１３の申請書には、同条各号に掲げる事項のほか、市長が必要

があると認める事項 を記載しなければならない。 

（指定居宅サービス事業所等の特例等に係る別段の申出） 
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第４条 省令第１２９条、第１３０条、第  １３０条の５、第１３１条の１１の９、第 

１４０条の１７の６、第１４０条の２０、第１４０条の２１及び第１４０条の２８の２

の申出書には、同条各号に掲げる事項のほか、市長が必要があると認める事項 を記載し

なければならない。 

（変更の届出等） 

第５条 省令第１３１条第１項、第１３１条の１３第１項、第１３３条第１項、第   １

３５条、第１３７条第１項、第１４０条の２の２第１項、第１４０条の２２第１項、第

１４０条の３０第１項及び第１４０条の３７第１項並びに平成１８年改正前介護保険法

施行規則第１４０条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に必要な書

類を添えて行わなければならない。 

(1) 届出者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

(2) 事業所又は施設の名称、所在地及び連絡先 

(3) 変更した事項及びその内容 

(4) 変更した年月日 

(5)  前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項 

２ 省令第１３１条第３項、第１３１条の １３第３項、第１３３条第２項、第１３７条

第２項、第１４０条の２の２第２項、第１４０条の２２第３項、第１４０条の３０第３

項及び第１４０条の３７第２項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書

により行わなければならない。 

(1) 届出者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

(2) 事業所又は施設の名称、所在地及び連絡先 

(3) 再開した年月日 

(4)  前３号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項 

３  省令第１３１条第４項、第１３１条の １３第４項、第１３３条第３項、第１３７条

第３項、第１４０条の２の２第３項、第１４０条の２２第４項、第１４０条の３０第４

項及び第１４０条の３７第３項の規定による届出は、同項各号に掲げる事項のほか、次

に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。 

(1) 届出者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

(2) 事業所又は施設の名称、所在地及び連絡先 

(3) 廃止又は休止の別 

(4)  前３号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項 
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（指定の辞退） 

第６条 法第７８条の８及び第９１条並びに平成１８年改正前介護保険法第１１３条の規

定による指定の辞退は、次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。 

(1) 届出者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

(2) 施設の名称、所在地及び連絡先 

(3) 指定を辞退する年月日 

(4) 指定を辞退する理由 

(5)  前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項 

（介護老人保健施設及び介護医療院の変更許可の申請） 

第７条 法第９４条第２項及び第１０７条第２項の規定による変更の許可の申請は、それ

ぞれ省令第１３６条第１項又は第１３８条第１項の申請書に必要な書類を添えて行わな

ければならない。 

（介護老人保健施設及び介護医療院の管理者の承認申請） 

第８条 法第９５条第１項又は第２項及び第１０９条第１項又は第２項の承認の申請は、

次に掲げる事項を記載した申請書により行わなければならない。 

(1) 申請者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

(2) 施設の名称、所在地及び連絡先 

(3) 施設の管理者になろうとする者の氏名及び住所 

(4) 申請の理由 

(5)  前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項 

（平２７規則６０・一部改正） 

（介護老人保健施設及び介護医療院の広告事項の許可申請） 

第９条 法第９８条第１項第４号及び第 １１２条第１項第４号の許可の申請は、次に掲

げる事項を記載した申請書により行わなければならない。 

(1) 申請者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

(2) 施設の名称、所在地及び連絡先 

(3) 許可を受けようとする事項 

(4) 公告の内容及び方法 

(5)  前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項 

（指定介護療養型医療施設の指定の変更申請） 

第１０条 平成１８年改正前介護保険法施行規則第１３９条の申請書の様式は、同条各号
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（第３号、第４号及び第８号を除く。）に掲げる事項のほか、市長が必要があると認める

事項 を記載しなければならない。 

（指定介護予防支援の委託の届出） 

第１１条 省令第１４０条の３５第１項の規定による届出は、同項各号に掲げる事項のほ

か、市長が必要があると認める事項 を記載した届出書により行わなければならない。 

２ 省令第１４０条の３５第２項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書

により行わなければならない。 

(1) 届出者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

(2) 事業所又は施設の名称、所在地及び連絡先 

(3) 変更しようとする事項及びその内容 

(4) 変更しようとする年月日 

(5)  前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項 

（業務管理体制の整備に関する事項の届出） 

第１２条 法第１１５条の３２第２項第３号及び第４号に規定する介護サービス事業者に

係る省令第１４０条の４０第１項及び第３項の届出書には、次に掲げる事項を記載しな

ければならない。 

(1) 届出者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

(2) 事業所の名称及び所在地 

(3) 法１１５条の３２第２項第３号又は第４号に掲げる区分の別 

(4)  前３項に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項 

２ 法第１１５条の３２第２項第３号及び第４号に規定する介護サービス事業者に係る同

条第３項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければな

らない。 

(1) 届出者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

(2) 変更した事項及びその内容 

(3) 変更した年月日 

(4)  前３号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項 

（指定通所介護事業所等の設備の利用の開始の届出） 

第１３条  指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚

生省令第３７号）第９５条第４項（第１０５条の３において読み替えて準用する場合を

含む。）、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１
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８年厚生労働省令第３４号）第２２条第４項（第３７条の３において読み替えて準用す

る場合を含む。）、第４０条の４第４項及び第４４条第４項並びに指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３６

号）第７条第４項の規定による届出は、これらの規定に規定する事項のほか、次に掲げ

る事項を記載しなければならない。 

(1) 届出者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事

務所の所在地） 

(2) 事業所の名称、所在地及び連絡先 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項 

（平２７規則６０・追加、平２８規則５４・一部改正） 

（エックス線装置等の設置等の届出） 

第１４条  省令第１４０条の２の４において準用する医療法施行規則（昭和２３年厚生省

令第５０号）第２４条の２の届出書には、同条各号に掲げる事項のほか、市長が必要が

あると認める事項を記載しなければならない。 

２ 前項の届出書には、次に掲げる図書を添えなければならない。 

(1) 診療用エックス線診療室の平面図及び側面図 

(2) 遮へい能力を有していることを明らかにする書類 

３  省令第１４０条の２の４において準用する医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１

５条第３項の規定による届出（医療法施行規則第２４条第１２号に係るものに限る。）

は、次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。 

(1) 届出者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

(2) 施設の名称、所在地及び連絡先 

(3) 装置等を備えなくなった理由 

(4) 装置等を備えなくなった年月日 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項 

（様式） 

第１５条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な文書の様式は、別に定

める。 

（平２７規則６０・追加） 

（細目） 
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第１６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

（平２７規則６０・旧第１４条繰下） 

附 則 

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ 次に掲げる規則は、廃止する。 

(1) 浜松市介護老人保健施設の開設許可等に関する規則（平成１８年浜松市規則第４７

号） 

(2) 浜松市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則（平成１８年浜松市

規則第４８号） 

３ この規則の施行の日前に浜松市介護老人保健施設の開設許可等に関する規則及び浜松

市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則の規定によりされた手続その

他の行為は、同日以後においては、この規則の相当規定によりされたものとみなす。 

附 則（平成２７年３月３１日浜松市規則第６０号） 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日浜松市規則第５４号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月３１日浜松市規則第３７号） 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省

令（平成３０年厚生労働省令第４号。以下「改正省令」という。）附則第２条の規定に

よりなおその効力を有するものとされた指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運

営に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号）第８４条に規定する指定居宅療養管理

指導に係る改正省令附則第２条に規定する看護職員が行うものについては、改正前の第

１号様式及び第２号様式の規定は、平成３０年９月３０日までの間、なおその効力を有

する。 

 


